
19　『扶桑集』の詩人（二）

『
扶
桑
集
』
の
詩
人
（
二
）

後

藤

昭

雄

は
じ
め
に

本
稿
は
一
条
朝
に
成
立
し
た
詩
集
『
扶
桑
集
』
の
詩
人
た
ち
に
つ
い

て
の
整
理
作
業
で
あ
る
。『
二
中
歴
』
巻
十
二
、「
詩
人
歴
」
記
載
の

「
扶
桑
集
七
十
六
人
」
に
基
づ
い
て
、
経
歴
、
文
事
に
関
す
る
事
績
、

著
作
・
作
品
等
に
つ
い
て
検
討
、
記
述
す
る
。「『
扶
桑
集
』
の
詩
人

（
一
）」（『
成
城
国
文
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
に
続
い
て
、

10
大
江
音
人
よ
り
14
大
江
朝
綱
ま
で
を
対
象
と
す
る
。

10
　
大
江
音
人　
　

弘
仁
二
年
（
八
一
一
） 〜
元
慶
元
年
（
八
七
七
）

原
文
は
「
江
相
公
」（
相
公
は
参
議
の
唐
名
）、「
音
人
」
の
小
字
注
が

あ
る
。
正
六
位
上
備
中
介
本
主
の
子
。
75
千
古
は
子
、
6
維
時
は
孫
で

あ
る
。
元
は
大
枝
氏
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
大
江
に
改
め
る
。
天
長

十
年
（
八
三
三
）
文
章
生
と
な
り
、
承
和
四
年
（
八
三
七
）
文
章
得
業

生
。
同
十
二
年
、
対
策
す
る
も
不
第
（
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
改
判
及

第
）。
同
十
三
年
、
少
内
記
と
し
て
官
途
に
就
く
。
同
十
五
年
、
従
五

位
下
と
な
り
、
大
内
記
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
皇
太
子
惟
仁
親
王

（
の
ち
清
和
天
皇
）
の
東
宮
学
士
と
な
る
。
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
左

少
弁
と
な
っ
て
よ
り
、
主
に
弁
官
を
進
み
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
参

議
と
な
る
。
同
九
年
、
左
大
弁
。
同
十
年
、
勘
解
由
長
官
を
兼
ね
る
。

同
十
六
年
、
従
三
位
、
左
衛
門
督
と
な
る
。
元
慶
元
年
十
一
月
没
す
る
。

六
十
七
歳
。『
扶
桑
略
記
』
に
薨
伝
が
あ
る
。
音
人
は
後
代
の
大
江
家

の
文
人
達
か
ら
、
学
問
の
家
と
し
て
の
江
家
の
始
祖
と
称
さ
れ
る
。

文
事
事
績
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承 

和
十
二
年
（
八
四
五
）
四
月
十
九
日
、「
三
玄
同
異
」「
五
禽
導
引
」

の
題
で
対
策
を
献
じ
る
。（『
公
卿
補
任
』
貞
観
六
年
尻
付
、『
二
中

歴
』
登
省
歴
）

斉 

衡
元
年
（
八
五
四
）
十
月
二
十
日
、
春
澄
善
縄
、
菅
原
是
善
と
共
に

文
人
が
献
じ
た
重
陽
詩
を
評
す
る
。（『
文
徳
実
録
』）

貞 

観
二
年
（
八
六
〇
）
四
月
二
十
六
日
、
文
章
生
試
に
題
者
と
な
り

「
聴
二
古
楽
一
」
を
出
題
す
る
。（『
本
朝
文
粋
』
178 

大
江
匡
衡
奏
状
）

貞 

観
二
年
閏
十
月
二
十
三
日
、
菅
原
是
善
ら
と
朔
旦
冬
至
に
つ
い
て
議

論
し
議
を
奏
上
す
る
。（『
三
代
実
録
』）　

 

存
（
１
） 

貞 

観
初
年
、
右
大
臣
藤
原
良
相
が
西
三
条
院
に
「
学
士
」
を
招
い
て
育

成
す
る
の
に
関
与
し
、
旬
試
に
倣
い
十
日
毎
に
詩
文
制
作
の
試
験
を

行
う
。（『
本
朝
文
粋
』
203
「
賦
二
冬
日
可
一レ
愛
詩
序
」）

貞 

観
三
（
あ
る
い
は
四
（
２
））

年
十
一
月
、
右
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
詩

宴
で
「
冬
日
可
レ
愛
」
の
題
で
詩
を
賦
す
。

右
二
条
、
拙
著
『
本
朝
文
粋
抄　

二
』
第
一
章
「「
冬
日
愛
す
べ

し
」
を
賦
す
詩
の
序
」
参
照
。

貞 

観
八
年
（
八
六
六
）
十
月
十
五
日
、
大
枝
よ
り
大
江
へ
の
改
姓
を
請

う
表
を
奉
る
。『
三
代
実
録
』
に
採
録
す
る
が
、
音
人
の
作
か
。

貞 

観
十
一
年
（
八
六
九
）
四
月
十
三
日
、『
貞
観
格
』
完
成
。
編
纂
に

参
与
し
、
上
表
及
び
序
を
作
る
。（『
類
聚
国
史
』
巻
一
四
七
）
序
は

 

存 

。

貞 

観
十
三
年
（
八
七
一
）
八
月
二
十
五
日
、『
貞
観
式
』
完
成
。
編
纂

に
参
与
し
、
序
を
作
る
。（『
類
聚
国
史
』
巻
一
四
七
）　

 

存 

貞 

観
十
七
年
（
八
七
五
）
四
月
二
十
五
日
、
清
和
天
皇
、
以
前
よ
り
菅

原
是
善
ら
に
就
い
て
『
群
書
治
要
』
を
読
む
。
こ
の
日
、
竟
宴
。
大

臣
以
下
、
詩
を
賦
し
、
音
人
、
序
を
作
る
。（『
三
代
実
録
』）

貞 

観
十
七
年
五
月
二
十
八
日
、
清
和
天
皇
、『
史
記
』
を
読
む
。
侍
読

と
な
る
。（『
三
代
実
録
』）

元 

慶
元
年
（
八
七
七
）
三
月
、
南
淵
年
名
が
小
野
山
荘
に
催
し
た
尚
歯

会
に
七
叟
（
七
人
の
老
人
）
の
一
人
と
し
て
招
か
れ
、
詩
を
賦
す
。

（『
扶
桑
略
記
』
同
四
月
九
日
条
）

元 

慶
元
年
四
月
二
十
一
日
、
太
上
天
皇
（
清
和
）
か
ら
天
皇
（
陽
成
）

へ
送
る
書
に
諱
を
記
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
を
奏
上
す
る
。

（『
三
代
実
録
』）　

 

存 

著
作
・
作
品

『
江
音
人
集
』
一
巻
が
あ
っ
た
が
（『
本
朝
書
籍
目
録
』）
散
佚
。『
群
書

要
覧
』
四
十
巻
、『
弘
帝
範
』
三
巻
を
編
纂
す
る
が
（『
類
聚
国
史
』
巻

一
四
七
）
散
佚
。

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
貞
観
格
』『
貞
観
式
』
の
編
纂
に
参
与
す
る
。
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文
章
は
『
三
代
実
録
』『
類
聚
国
史
』
に
四
首
残
る
。
詩
は
『
日
本
詩

紀
』
巻
十
三
に
一
首
の
み
残
る
。
た
だ
し
、
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ

の
「
花
落
鳳
台
春
」
は
『
江
談
抄
』
を
出
典
と
す
る
が
（
巻
四
―
122
）、

作
者
表
記
は
「
江
相
公
」。
こ
れ
は
大
江
朝
綱
（
後
出
14
）
を
い
う
場

合
も
あ
り
、
朝
綱
の
作
で
あ
る
可
能
性
を
残
し
、
な
お
未
詳
。

11
　
小
野
　
篁　
　

延
暦
二
十
一
年 （
八
〇
二
） 〜
仁
寿
二
年 （
八
五
二
） 

原
文
は
「
野
相
公
」。
従
四
位
上
参
議
岑
守
の
子
。
陸
奥
守
と
な
っ
た

父
に
従
っ
て
陸
奥
に
赴
き
、
乗
馬
に
熱
中
し
、
都
に
帰
っ
て
か
ら
も
学

業
を
顧
み
な
か
っ
た
が
、
嵯
峨
天
皇
の
慨
嘆
を
伝
え
聞
い
て
学
問
に
志

す
。
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
文
章
生
と
な
り
、
こ
れ
を
経
て
天
長
元

年
（
八
二
四
）
巡
察
弾
正
と
し
て
官
途
に
就
く
。
大
内
記
、
式
部
少
丞

な
ど
を
経
て
、
同
九
年
、
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
。
翌
十
年
、
仁
明

朝
と
な
り
、
皇
太
子
恒
貞
親
王
の
東
宮
学
士
と
な
る
。
承
和
元
年
（
八

三
四
）
遣
唐
副
使
と
な
る
が
、
同
五
年
、
船
の
変
更
を
巡
っ
て
大
使
と

争
い
、
乗
船
を
拒
否
し
て
、
詩
に
よ
っ
て
遣
唐
使
役
を
風
刺
し
た
こ
と

で
嵯
峨
上
皇
の
逆
鱗
に
触
れ
、
庶
人
に
降
さ
れ
て
隠
岐
に
左
遷
さ
れ
る
。

同
七
年
、
召
し
返
さ
れ
、
翌
年
、
本
位
に
復
す
る
。
蔵
人
頭
、
左
中
弁

な
ど
を
経
て
、
同
十
四
年
、
参
議
に
昇
る
。
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）、

従
三
位
。
同
十
二
月
没
す
る
。
五
十
一
歳
。『
文
徳
実
録
』
同
二
十
二

日
条
に
詳
細
な
薨
伝
が
あ
る
。
仁
明
朝
は
漢
文
学
史
上
の
大
き
な
転
換

期
で
あ
る
が
、
篁
は
『
経
国
集
』
と
『
扶
桑
集
』
所
収
の
詩
に
こ
れ
を

具
現
す
る
数
少
な
い
詩
人
で
あ
る
。
ま
た
和
漢
兼
作
の
詩
人
と
し
て
そ

の
最
初
に
位
置
し
、『
古
今
和
歌
集
』
に
六
首
が
入
集
す
る
。
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弘 

仁
十
三
年
（
八
二
二
）、
文
章
生
試
に
奉
試
詩
「
隴
頭
秋
月
明
」
を

作
る
。（『
経
国
集
』
巻
一
三
）　

 

存 

天 

長
十
年
（
八
三
三
）、『
令
義
解
』
完
成
。
編
纂
に
参
与
し
、
序
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
197
）　

 

存 

承 

和
四
年
（
八
三
七
）
三
月
十
一
日
、
遣
唐
使
に
餞
宴
を
賜
わ
る
。
群

臣
「
春
晩
、
陪
レ
餞
二
入
唐
使
一
」
の
詩
を
賦
す
。
篁
も
副
使
と
し
て

詩
を
献
じ
る
。（『
続
日
本
後
紀
』）

承 

和
五
年
（
八
三
八
）、
遣
唐
使
の
乗
船
を
め
ぐ
っ
て
「
西
道
謡
」
を

賦
す
。（『
続
日
本
後
紀
』
同
十
二
月
十
五
日
条
）

承 

和
六
年
（
八
三
九
）、
隠
岐
に
左
遷
さ
れ
る
途
中
、「
謫
行
吟
」
七
言

十
韻
を
賦
す
。（『
文
徳
実
録
』
薨
伝
）

承 
和
九
年
（
八
四
二
）
正
月
二
十
日
、
内
宴
に
陪
し
「
春
生
」
の
詩
を

賦
す
。（『
続
日
本
後
紀
』『
江
談
抄
』
巻
四
―
8
）　

 

存 

承 

和
十
三
年
（
八
四
六
）
五
月
、
法
隆
寺
僧
善
愷
訴
訟
事
件
に
関
し
て
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「
傷
レ
時
詩
」
三
十
韻
を
作
り
、
滋
野
貞
主
に
寄
せ
る
。（『
文
徳
実

録
』
薨
伝
）

仁 
寿
元
年
（
八
五
一
）
三
月
十
日
、
右
大
臣
藤
原
良
房
が
邸
宅
に
催
し

た
仁
明
天
皇
追
善
の
法
会
に
参
加
し
、
詩
お
よ
び
序
を
作
る
。（『
文

徳
実
録
』『
擲
金
抄
』『
平
安
朝
佚
名
詩
序
集
抜
粋
』）　

 

存 

拙
稿
「
佚
存
平
安
朝
詩
注
」（『
平
安
朝
漢
文
文
献
の
研
究
』）
参
照
。

著
作
・
作
品

『
野
相
公
集
』
五
巻
が
あ
っ
た
が
（『
本
朝
書
籍
目
録
』）
散
佚
。

『
令
義
解
』
の
編
纂
に
参
与
す
る
。

『
扶
桑
集
』
に
四
首
が
残
る
。

『
本
朝
文
粋
』
に
四
首
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
一
二
首
が
入
集
す
る
（
３
）。

他
に
詩
が
『
経
国
集
』『
新
撰
朗
詠
集
』『
別
本
和
漢
兼
作
集
』『
擲
金

抄
』『
江
談
抄
』『
河
海
抄
』『
教
訓
抄
』
に
残
る
。

12
　
菅
原
是
善　
　

弘
仁
三
年
（
八
一
二
） 〜
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）

原
文
は
「
菅
相
公
」、「
輔
正
」
の
小
字
注
が
あ
る
。
菅
原
輔
正
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
疑
問
が
あ
り
、
検
討
の
要
が
あ
る
。

『
二
中
歴
』
の
「
扶
桑
集
七
十
六
人
」
は
、
1
村
上
天
皇
か
ら
15
菅

三
品
ま
で
は
身
分
、
官
位
の
順
と
い
う
の
が
配
列
の
基
準
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
村
上
天
皇

2
中
書
王
（
兼
明
親
王
）

3
菅
丞
相
（
菅
原
道
真
）　　

八
四
五
〜
九
〇
三

4
藤
左
丞
相
（
藤
原
在
衡
）　

八
九
二
〜
九
七
〇

5
紀
納
言
（
紀
長
谷
雄
）　　

八
四
五
〜
九
一
二

6
江
納
言
（
大
江
維
時
）　　

八
八
八
〜
九
六
三

7
橘
納
言
（
橘　

好
古
）　　

八
九
三
〜
九
七
二

8
戸
部
尚
書
（
藤
原
文
範
）　

九
〇
九
〜
九
九
六

9
橘
贈
納
言
（
橘　

広
相
）　

八
三
七
〜
八
九
〇

10
江
相
公
（
大
江
音
人
）　　

八
一
一
〜
八
七
七

11
野
相
公
（
小
野　

篁
）　　

八
〇
二
〜
八
五
二

12
菅
相
公

13
善
相
公
（
三
善
清
行
）　　

八
四
六
〜
九
一
八

14
後
江
相
公
（
大
江
朝
綱
）　

八
八
六
〜
九
五
七

15
菅
三
品
（
菅
原
文
時
）　　

八
九
九
〜
九
八
一

天
皇
、
親
王
、
大
臣
（
丞
相
）、
納
言
、
参
議
（
相
公
）、
三
位
と
い
う

順
序
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
7
橘
好
古

は
大
納
言
に
至
っ
て
い
る
。
平
安
漢
詩
文
の
通
例
で
は
「
納
言
」
は
中

納
言
の
唐
名
で
、
大
納
言
は
「
亜
相
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
納
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言
」
と
称
し
て
、
中
納
言
の
間
に
置
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
丞
相
、

納
言
、
相
公
そ
れ
ぞ
れ
は
生
没
年
の
順
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

9
橘
贈
納
言
は
こ
れ
に
外
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
死
後
の

贈
官
で
あ
る
の
で
、
正
官
の
あ
と
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

10
江
相
公
と
11
野
相
公
は
こ
の
基
準
を
乱
し
て
い
る
。
野
相
公
が
前
に

あ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
菅
相
公
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
輔
正
（
九
二
五
〜
一
〇
〇
九
）

と
す
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
基
準
を
乱
す
も
の
と
な
る
。
し
か
も
二
人
を

飛
び
越
す
こ
と
に
な
る
。
是
善
で
あ
れ
ば
生
没
順
に
収
ま
る
。
こ
れ
が

是
善
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
同
じ

く
一
条
朝
に
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
麗
藻
』
の
詩
人
と
の
関
連
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
稿
の
作
業
を
終
え
た
後
に
考
察
す
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る

の
で
、
当
面
必
要
な
こ
と
に
限
る
が
、
も
し
菅
相
公
を
輔
正
と
す
れ
ば
、

彼
は
『
扶
桑
集
』
と
『
本
朝
麗
藻
』（
作
者
三
十
四
人（
４
））

の
両
集
に
入

集
す
る
唯
一
の
詩
人
と
な
る
。
両
集
は
別
位
相
の
詩
集
と
し
て
、
作
者

は
重
複
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、「
輔
正
」
と
い
う
注
記
に
拘
わ
ら
ず
、
菅
相
公

は
是
善
と
考
え
る
（
５
）。

こ
れ
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
現
存
す
る
是
善
及
び
「
菅
相
公
」
の

詩
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

『
日
本
詩
紀
』（
巻
一
三
）
に
は
菅
原
是
善
の
作
と
し
て
次
の
二
首
を

収
め
る
。

⑴　
　
　

尋
山
人
不
遇

　
　

収
月
庵
前
唯
宿
鶴　
　

閉
春
門
内
独
留
鶯

　
　

芝
田
穫
後
欄
初
廃　
　

丹
竃
焼
終
突
尽
傾

⑵　
　
　

旧
簡
尚
書
左
丞
相
（
マ
マ
）

　
　

欲
記
家
門
相
接
密　
　

道
真
公
幹
混
劉
宗

⑴
は
出
典
は
『
類
聚
句
題
抄
』（
161
）、
作
者
表
記
は
「
菅
相
公
」
で

あ
る
が
、
是
善
、
輔
正
ど
ち
ら
の
作
で
あ
る
の
か
、
判
別
す
る
明
確
な

根
拠
は
な
い
（
６
）。

⑵
は
『
梅
城
録
』
よ
り
引
く
と
い
う
。
本
書
は
天
神
の
聖
徳
を
讃
え

る
伝
讃
で
あ
る
が
、「
菅
相
公
文
集
に
言
へ
る
こ
と
有
り
」
と
し
て
こ

れ
を
引
く
。
読
ん
で
み
る
。

　
　

旧も
と

尚
書
左
丞
に
簡
す

記
さ
ん
と
欲
す
家
門
の
相
接
密
せ
る
こ
と
を　
　

道
真
公
幹 

劉
宗
を
混
ず
。

こ
れ
に
は
自
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

自
注
に
云
ふ
、
君
が
家
は
公
幹
、
我
が
児
は
道
真
。
倶
に
是
れ
前

代
劉
氏
の
名
字
な
り
。
其
の
期
せ
ず
し
て
然
る
を
知
る
の
み
。

『
日
本
詩
紀
』
の
按
語
を
参
看
し
て
考
え
る
と
、
こ
う
な
る
。
詩
題
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の
「
相
」
は
衍
字
で
、「
尚
書
左
丞
」
が
正
し
い
。
左
大
弁
を
い
う
。

詩
の
後
句
の
「
道
真
」
は
彼か

の
道
真
で
あ
る
。「
公
幹
」
は
大
江
音
人

の
子
に
公
幹
が
あ
り
、
こ
れ
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
題
の
「
尚
書
左

丞
」
は
音
人
で
あ
る
。
彼
は
貞
観
九
年
か
ら
十
六
年
ま
で
、
左
大
弁
の

官
に
在
っ
た
。
自
注
に
い
う
「
倶
に
是
れ
前
代
劉
氏
の
名
字
な
り
」
と

は
、
公
幹
は
建
安
七
子
の
一
人
、
魏
の
劉
り
ゅ
う

楨て
い

の
字あ
ざ
なで

あ
り
、
道
真
は
晋

の
劉
宝
の
字
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
劉
宝
は
『
世
説
新
語
』
に
登
場
し
、

『
隋
書
』
経
籍
志
に
「
晋
劉
宝
集
三
巻
」
と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
詩
は
是
善
が
大
江
音
人
に
贈
っ
た
も
の
で
、
期
せ
ず
し
て
共
に
劉
氏

の
名
字
を
名
と
す
る
子
を
持
つ
こ
と
を
以
っ
て
、
両
家
の
関
係
の
密
接

な
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

拙
編
『
日
本
詩
紀
拾
遺
』
に
は
「
菅
相
公
」
の
詩
と
し
て
二
首
を
採

録
し
た
。

⑶　
　
　
　

寒
食
宴
、
同
賦
神
霊
不
聴
挙
火

　
　

子
推
子
推
傀
若
霊　
　

聴
我
君
恩
説
丁
寧

　
　

賢
哲
応
知
天
命
数　
　

何
投
山
火
怨
朝
庭

 

（『
擲
金
抄
』
下
、
絶
句
部
、
天
時
）

⑷　
　
　
　
　

望
見
淳
和
院
感
旧

　
　

雲
深
聖
主
曽
遊
処　
　

樹
老
宮
人
手
種
時

 

（『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
、
故
旧
493
）

⑶
は
寒
食
を
主
題
と
す
る
こ
と
か
ら
、
是
善
の
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

北
山
円
正
氏
の
考
証
が
あ
る
（
７
）。

⑷
は
詩
題
の
「
淳
和
院
」
が
注
目
さ
れ
る
が
、
平
安
後
期
の
菅
原
在
良
、

惟
宗
孝
言
、
大
江
佐
国
ら
に
淳
和
院
で
の
作
が
あ
り
（『
本
朝
無
題

詩
』
436
・
437
・
438
）、
是
善
、
輔
正
い
ず
れ
の
作
か
、
未
詳
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
⑵
⑶
が
是
善
の
作
で
あ
る
（
８
）。

以
下
、
是
善
と
し
て
記
述
す
る
。

従
三
位
文
章
博
士
清
公
の
子
。
承
和
三
年
（
八
三
五
）
文
章
得
業
生
、

同
六
年
、
対
策
及
第
。
翌
七
年
、
大
学
大
允
と
し
て
官
途
に
就
く
。
同

十
一
年
、
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
。
十
二
年
、
文
章
博
士
、
十
四
年
、

東
宮
学
士
（
皇
太
子
道
康
親
王
、
の
ち
文
徳
天
皇
）
と
な
る
。
左
京
大

夫
、
刑
部
卿
、
式
部
大
輔
な
ど
を
経
て
、
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
参

議
に
昇
る
。
同
十
六
年
、
勘
解
由
長
官
を
兼
ね
る
。
元
慶
三
年
（
八
七

九
）、
従
三
位
。
翌
四
年
八
月
、
没
す
る
。
六
十
九
歳
。『
扶
桑
略
記
』

同
三
十
日
条
に
薨
伝
が
あ
る
。

滝
川
幸
司
「
菅
原
是
善
伝
考
」（『
菅
原
道
真
論
』）
が
あ
る
。

文
事
事
績

弘 
仁
十
三
年
（
八
二
二
）、
嵯
峨
天
皇
に
召
さ
れ
、
そ
の
前
で
書
を
読

み
詩
を
賦
す
。
時
に
十
一
歳
。（『
扶
桑
略
記
』
薨
伝
）
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承 
和
十
一
年
（
八
四
四
）
八
月
五
日
、
春
澄
善
縄
と
共
に
嵯
峨
天
皇
遺

誡
の
「
物
怪
」
に
つ
い
て
の
議
を
奏
上
す
る
。（『
続
日
本
後
紀
』）

仁 

寿
元
年
（
八
五
一
）
四
月
五
日
、『
文
選
』
の
講
書
を
始
め
る
（
斉

衡
二
年
三
月
二
十
一
日
終
了
）（『
公
卿
補
任
』
貞
観
十
四
年
尻
付
）

仁 

寿
年
中
（
八
五
一
〜
八
五
四
）『
文
選
』
竟
宴
に
「
樵
隠
倶
在
レ

山
」
の
句
題
で
詩
を
賦
す
。（『
菅
家
文
草
』
437
題
注
）

斉 

衡
元
年
（
八
五
四
）
十
月
二
十
日
、
春
澄
善
縄
、
大
江
音
人
と
共
に

文
人
が
献
じ
た
重
陽
詩
を
評
す
る
。（『
文
徳
実
録
』）

天 

安
元
年
（
八
五
七
）
八
月
二
十
九
日
、『
漢
書
』
の
講
書
を
始
め
る

（
貞
観
六
年
六
月
三
十
日
終
了
）。（『
公
卿
補
任
』）

天 

安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
二
十
四
日
、
文
徳
天
皇
の
病
激
し
く
な
り
、

言
語
不
通
。
恩
赦
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
詔
書
を
作
る
。（『
文

徳
実
録
』）　

 

存 

天 

安
二
年
九
月
か
ら
貞
観
二
年
十
一
月
の
間
、「
金
光
明
最
勝
王
経
玄

枢
序
」
を
作
る
。（「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
巻
五
六
）　

 

存 

拙
稿
「
菅
原
是
善
伝
逸
事
」（『
平
安
朝
文
人
志
』）
参
照
。

貞 

観
二
年
（
八
六
〇
）
四
月
二
十
六
日
、
文
章
生
試
に
判
者
と
な
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
178 

大
江
匡
衡
奏
状
）

貞 

観
二
年
閏
十
月
二
十
三
日
、
大
江
音
人
ら
と
共
に
朔
旦
冬
至
に
つ
い

て
の
議
を
奏
上
す
る
。（『
三
代
実
録
』）　

 

存 

貞 

観
三
年
（
八
六
一
）
三
月
十
四
日
、
東
大
寺
毘
盧
遮
那
仏
開
眼
供
養

会
。
そ
の
呪
願
文
、
呪
願
を
作
成
す
る
。（『
三
代
実
録
』）　

 

存 

拙
稿
「
貞
観
三
年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
」（『
成
城
文
藝
』
第
二

四
〇
号
）、「
貞
観
三
年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
（
承
前
）」（『
成

城
文
藝
』
第
二
四
一
号
）
参
照
。

貞 

観
八
年
（
八
六
六
）
十
一
月
二
十
五
日
、
天
台
座
主
安
慧
の
依
頼
に

よ
り
『
顕
揚
大
戒
論
』
の
序
を
書
く
。
た
だ
し
、
道
真
に
代
作
さ
せ

る
。（『
菅
家
文
草
』
551
）　

 

存 

文
草
の
会
『
菅
家
文
草
注
釈　

文
章
篇
』
第
一
冊
参
照
。

貞 

観
十
一
年
（
八
六
九
）
四
月
十
三
日
、『
貞
観
格
』
完
成
。
編
纂
に

参
与
。（『
類
聚
国
史
』
巻
一
四
七
）

貞 

観
十
三
年
（
八
七
一
）
八
月
二
十
五
日
、『
貞
観
式
』
完
成
。
編
纂

に
参
与
。（『
類
聚
国
史
』
巻
一
四
七
）

貞 

観
十
七
年
（
八
七
五
）
四
月
二
十
五
日
、
以
前
よ
り
の
清
和
天
皇
へ

の
『
群
書
治
要
』
の
講
授
が
終
了
し
、
竟
宴
が
行
わ
れ
る
。（『
三
代

実
録
』）

貞 
観
十
七
年
八
月
二
十
三
日
、「
神
護
寺
鐘
銘
」
を
作
る
。（『
古
京
遺

文
』）　

 
存 

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄　

四
』
第
二
章
「
施
無
畏
寺
の
鐘
の
銘
」
参
照
。

貞 

観
十
九
年
（
八
七
七
）
三
月
、
南
淵
年
名
が
小
野
山
荘
に
催
し
た
尚
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歯
会
に
七
叟
の
一
人
と
し
て
招
か
れ
、
詩
及
び
詩
序
を
作
る
（『
扶

桑
略
記
』
元
慶
元
年
四
月
九
日
条
南
淵
年
名
薨
伝
）。
序
は 

存 （『
本

朝
文
粋
』
245
）

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄　

二
』
第
二
章
「
南
亜
相
山
荘
尚
歯
会
詩
の

序
」
参
照
。

元 

慶
三
年
（
八
七
九
）
十
一
月
十
三
日
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
完

成
。
編
纂
に
参
与
。
序
者
と
な
る
も
道
真
に
代
作
さ
せ
る
。（『
文
徳

実
録
』『
菅
家
文
草
』
554
）　

 
存 

前
掲
『
菅
家
文
草
注
釈　

文
章
篇
』
第
一
冊
参
照
。

著
作
・
作
品

詩
文
集
『
菅
相
公
集
』
十
巻
を
初
め
、『
東
宮
切
韻
』
二
十
巻
、『
銀
牓

翰
律
』
十
巻
、『
集
韻
律
詩
』
十
巻
、『
会
分
類
集
』
七
十
巻
な
ど
の
編

著
が
あ
っ
た
が
（『
類
聚
国
史
』
巻
一
四
七
）
い
ず
れ
も
散
佚
。

『
本
朝
文
粋
』
に
一
首
入
集
。

他
に
文
章
は
『
文
徳
実
録
』『
三
代
実
録
』『
古
京
遺
文
』『
大
正
新
脩

大
蔵
経
』
に
、
詩
は
『
擲
金
抄
』『
日
本
詩
紀
』
に
残
る
。

13
　
三
善
清
行　
　

承
和
十
四
年 （
八
四
七
） 〜
延
喜
十
八
年 （
九
一
八
） 

原
文
は
「
善
相
公
」。
唐
名
は
居
逸
。
従
五
位
下
淡
路
守
氏
吉
の
子
。

貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
文
章
生
と
な
り
（
字
、
三
耀
）、
巨
勢
文
雄

に
就
い
て
学
ぶ
。
翌
年
、
文
章
得
業
生
と
な
る
。
元
慶
五
年
（
八
八

一
）、
対
策
を
受
け
る
が
不
第
、
同
七
年
、
改
判
に
よ
り
及
第
す
る
。

翌
年
、
大
学
少
丞
と
し
て
任
官
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
従
五
位
下
に

叙
せ
ら
れ
る
。
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
に
は
備
中
介
と
な
り
都
を
離
れ

る
。
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
大
内
記
と
し
て
文
章
博
士
、
つ
い
で
大
学

頭
を
兼
ね
る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
式
部
権
大
輔
と
な
り
、
翌
年
、

従
四
位
上
と
な
る
。
同
十
七
年
、
参
議
に
昇
り
宮
内
卿
を
兼
ね
る
。
翌

十
八
年
十
二
月
没
す
る
。
七
十
二
歳
。

　

 

所
功
、
人
物
叢
書
『
三
善
清
行
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）

が
あ
る
。

文
事
事
績

貞 

観
十
九
年
（
八
七
七
）
二
月
五
日
、
釈
奠
に
「
聴
レ
講
二
論
語
一
賦
レ

有
レ
如
二
明
珠
一
」
の
詩
及
び
詩
序
を
作
る
。（『
扶
桑
集
』
巻
九
）　

 

存 

元 

慶
三
年
（
八
七
九
）
十
月
八
日
、「
大
極
殿
成
命
レ
宴
」
の
詩
及
び

詩
序
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
269
）
序
は 

存 
仁 
和
二
年
（
八
八
六
）
五
月
二
十
六
日
、
藤
原
春
海
に
「
立
二
神

祠
一
」
の
策
問
を
課
す
。（『
本
朝
文
粋
』
73
）　

 

存 
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仁 
和
四
年
（
八
八
八
）
五
月
二
十
三
・
三
十
日
、
紀
長
谷
雄
、
藤
原
佐

世
と
共
に
「
阿
衡
勘
申
」
を
奏
上
す
る
。（『
政
事
要
略
』
巻
三
〇
）　

 

存 

寛 

平
九
年
（
八
九
七
）
秋
、
備
中
介
の
任
を
終
え
て
帰
京
す
る
に
際
し
、

子
の
死
を
悼
む
詩
を
賦
す（
９
）。（『

扶
桑
集
』
巻
七
）　

 

存 

昌 

泰
二
年
（
八
九
九
）
九
月
九
日
、
重
陽
宴
に
「
菊
散
一
叢
金
」
の
題

で
詩
を
賦
す
。（『
日
本
紀
略
』『
和
漢
朗
詠
集
』
269
）　

 

存 

昌 

泰
三
年
（
九
〇
〇
）
六
月
十
三
日
、
藤
原
菅
根
の
後
を
承
け
て
『
史

記
』
を
講
じ
る
。（『
日
本
紀
略
』）　

昌 

泰
三
年
十
月
十
一
日
、
菅
原
道
真
に
「
奉
二
右
相
府
一
書
」
を
呈
上

す
る
。（『
本
朝
文
粋
』
187
）　

 

存 

昌 

泰
三
年
十
一
月
二
十
一
日
、「
預
論
二
革
命
一
議
」
を
奏
上
す
る
。

（『
本
朝
文
集
』
巻
三
一
）　

 

存 

昌 

泰
四
年
（
九
〇
一
）
二
月
九
日
、
藤
原
時
平
に
「
奉
二
左
丞
相
一

書
」
を
呈
上
す
る
。（『
本
朝
文
粋
』
188
）　

 

存 

昌 

泰
四
年
二
月
二
十
二
日
、「
革
命
勘
文
」
を
奏
上
す
る
。（「
群
書
類

従
」
巻
四
六
一
）　

 

存 

延 

喜
元
年
（
九
〇
一
）
秋
、
藤
原
時
平
の
催
す
大
蔵
善
行
七
十
賀
宴
に

参
加
し
、
祝
賀
の
詩
を
賦
す
。（『
雑
言
奉
和
』）　

 

存 

延 

喜
二
年
（
九
〇
二
）
十
月
二
十
日
、「
円
珍
伝
」
を
作
る
。 

存 

延 

喜
五
年
（
九
〇
五
）
八
月
、『
延
喜
式
』
の
編
纂
に
参
与
す
る
。

（「
延
喜
式
序
」）

延 

喜
七
年
（
九
〇
七
）
一
月
二
十
一
日
、
内
宴
に
献
題
。
た
だ
し
大
臣

が
改
め
る
。（『
西
宮
記
』
巻
二
、
内
宴
）

延 

喜
七
年
三
月
一
日
、「
藤
原
保
則
伝
」
を
書
く
。 

存 

延 

喜
七
年
九
月
十
日
、
宇
多
上
皇
の
大
井
河
御
幸
に
侍
し
「
眺
望
九

詠
」
詩
を
賦
す
。
摘
句
が
残
る
。（『
新
撰
朗
詠
集
』
423
）

拙
稿
「
延
喜
七
年
大
井
河
御
幸
詩
」（『
平
安
朝
漢
文
文
献
の
研

究
』）
参
照
。

延 

喜
七
年
、『
延
喜
格
』
完
成
。
編
纂
に
参
与
す
る
。（「
延
喜
格
序
」

『
類
聚
三
代
格
』）

延 

喜
十
一
年
（
九
一
一
）
九
月
九
日
、
重
陽
宴
に
「
霽
色
明
二
遠

空
一
」
の
題
で
詩
を
賦
す
。（『
日
本
紀
略
』『
類
聚
句
題
抄
』
29
）　

 

存 

延 

喜
十
三
年
（
九
一
三
）
一
月
二
十
一
日
、
内
宴
に
献
題
「
何
処
春
光

到
」、
詩
を
賦
す
。（『
西
宮
記
』
巻
二
、
内
宴
、『
江
談
抄
』
巻
五
―

6
）
一
部   

存 
延 
喜
十
三
年
冬
、「
詰
眼
文
」
を
書
く
。『
本
朝
文
粋
』
355
）　

 

存 

延 

喜
十
四
年
（
九
一
四
）
四
月
二
十
八
日
、「
意
見
十
二
箇
条
」
を
奏

上
す
る
。（『
本
朝
文
粋
』
67
）　

 

存 
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延 

喜
十
五
年
（
九
一
五
）
十
一
月
二
十
一
日
、
藤
原
定
方
に
「
奉
二
藤

納
言
一
書
」
を
呈
上
す
る
。（『
政
事
要
略
』
巻
二
六
）　

 

存 
延 
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
十
一
月
一
日
、
公
卿
ら
朔
旦
冬
至
表
を
奉
る
。

こ
れ
を
作
る
。（『
政
事
要
略
』
巻
二
五
）　

 

存 

延 

喜
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
、「
請
レ
禁
二
深
紅
衣
服
一
議
」
を
奏
上

す
る
。（『
政
事
要
略
』
巻
六
七
）　

 

存 

著
作
・
作
品

詩
文
集
『
善
家
集
』
が
あ
っ
た
が
（『
本
朝
書
籍
目
録
』）
散
佚
。
佚
文

が
『
政
事
要
略
』
ほ
か
に
残
る
。

「
円
珍
和
尚
伝
」「
藤
原
保
則
伝
」「
革
命
勘
文
」
が
あ
る
。

『
善
家
秘
記
』
が
あ
っ
た
が
散
佚
。
逸
文
が
『
扶
桑
略
記
』『
政
事
要

略
』、
天
野
山
金
剛
寺
蔵
『
佚
名
諸
菩
薩
感
応
抄
）
（1
（

』
に
残
る
。

『
延
喜
式
』『
延
喜
格
』
の
編
纂
に
参
与
す
る
。

『
扶
桑
集
』
に
詩
三
首
、
詩
序
一
首
が
残
る
。

『
本
朝
文
粋
』
に
七
首
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
一
首
が
入
集
す
る
。

他
に
文
章
は
『
政
事
要
略
』『
本
朝
文
集
』
に
、
詩
は
『
雑
言
奉
和
』

『
類
聚
句
題
抄
』『
新
撰
朗
詠
集
』『
擲
金
抄
』『
江
談
抄
』
に
残
る
。

14
　
大
江
朝
綱　
　
　

仁
和
二
年 （
八
八
六
） 〜
天
徳
元
年
（
九
五
七
）

原
文
は
「
後
江
相
公
」、
祖
父
の
音
人
（
本
稿
10
）
を
江
相
公
と
称
す

る
の
に
対
し
て
の
呼
称
。
従
四
位
下
玉
淵
の
子
。
後
出
42
江
澄
明
は
子
、

前
出
6
江
納
言
維
時
は
従
弟
。
延
喜
十
一
年
（
九
一
一
）
文
章
生
と
な

り
、
同
二
十
二
年
に
対
策
に
及
第
し
、
翌
二
十
三
年
、
刑
部
少
丞
と
し

て
官
途
に
就
く
。
延
長
六
年
（
九
二
八
）
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
大

内
記
と
な
る
。
承
平
三
年
（
九
三
三
）
左
少
弁
と
な
り
、
以
後
、
弁
官

を
歴
任
し
て
い
く
が
、
同
四
年
に
文
章
博
士
を
兼
ね
る
。
天
慶
四
年

（
九
四
一
）
民
部
大
輔
と
な
る
。
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
大
江
家
の
学

問
の
継
承
を
期
待
し
て
い
た
子
澄
明
を
亡
く
す
。
同
七
年
、
参
議
に
昇

り
、
翌
年
、
撰
国
史
所
別
当
と
な
り
『
新
国
史
』
の
編
纂
に
参
与
す
る

が
、
未
完
に
終
わ
る
。
同
十
年
、
正
四
位
下
。
翌
天
徳
元
年
十
二
月
、

没
す
る
。
七
十
二
歳
。
朱
雀
・
村
上
朝
の
文
壇
で
、
年
号
（
承
平
・
天

慶
・
天
徳
）
の
勘
申
、
院
や
母
后
の
追
善
願
文
、
摂
関
大
臣
の
表
の
作

成
な
ど
を
行
い
、
大
江
家
の
勢
力
の
伸
長
に
寄
与
し
た
。『
本
朝
文

粋
』『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
第
二
位
、
第
三
位
の
数
の
作
品
が
入
集
す

る
。

文
事
事
績

延 
喜
二
年
（
九
〇
二
）、
薬
師
寺
増
奉
賀
二
公
家
一
願
文
を
作
る
。（
金

沢
文
庫
本
『
言
泉
集
』）
一
部   

存 



29　『扶桑集』の詩人（二）

延 
喜
八
年
（
九
〇
八
）
五
月
、
鴻
臚
館
に
渤
海
客
を
餞
る
詩
序
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
253
）　

 

存 

延 

喜
二
十
年
（
九
二
〇
）、
渤
海
使
と
詩
を
贈
答
す
る
。（『
扶
桑
集
』

巻
七
・
九
）　

 
存 

延 

喜
二
十
二
年
（
九
二
二
）、
対
策
「
論
二
運
命
一
」
を
献
じ
る
。（『
本

朝
文
粋
』
78
）　

 

存 

延 

長
二
年
（
九
二
四
）
三
月
、
故
皇
太
子
保
明
親
王
周
忌
願
文
を
作
る
。

（
金
沢
文
庫
本
『
言
泉
集
』）
一
部   
存 

延 

長
三
年
（
九
二
五
）
二
月
十
五
日
、
温
職
を
請
う
奏
状
を
献
じ
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
149
）　

 

存 

延 

長
六
年
（
九
二
八
）
一
月
二
十
一
日
、
内
宴
に
「
晴
添
草
樹
光
」
の

詩
及
び
詩
序
を
作
る
。（『
日
本
紀
略
』『
類
聚
句
題
抄
』
16
、『
本
朝

文
粋
』
320
）　

 

存 

延 

長
六
年
十
一
月
、『
屏
風
土
代
』
所
収
詩
を
賦
す
。 

存 

延 

長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月
十
三
日
、
藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
第
一

表
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
100
）　

 

存 

延 

長
八
年
十
月
十
六
日
、
藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
第
二
表
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
101
）　

 

存 

延 

長
八
年
十
月
十
九
日
、
藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
第
三
表
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
102
）　

 

存 

延 

長
八
年
十
月
二
十
日
、
藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
表
に
答
え
る
勅
を

作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
51
）　

 

存 

延 

長
八
年
十
二
月
、
藤
原
忠
平
の
随
身
を
返
す
表
を
作
る
。（『
本
朝
文

粋
』
137
）　

 

存 

承 

平
元
年
（
九
三
一
）
四
月
十
三
日
、
朝
綱
に
改
元
詔
書
を
作
ら
せ
る

こ
と
を
定
め
る
。（『
貞
信
公
記
』）

承 

平
二
年
（
九
三
二
）
一
月
二
十
一
日
、
内
宴
に
「
聖
化
万
年
春
」
の

詩
序
を
作
る
。（『
日
本
紀
略
』『
本
朝
文
粋
』
234
）　

 

存 

承 

平
三
年
（
九
三
三
）
三
月
十
六
日
、
左
大
臣
藤
原
仲
平
の
職
を
辞
す

表
に
答
え
る
勅
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
54
）　

 

存 

承 

平
六
年
（
九
三
六
）
九
月
十
五
日
、
藤
原
忠
平
の
太
政
大
臣
を
辞
す

第
三
表
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
111
）　

 

存 

天 

慶
元
年
（
九
三
八
）
五
月
七
日
、
年
号
字
詔
書
草
を
作
る
。（『
貞
信

公
記
』）

天 

慶
元
年
五
月
二
十
二
日
、
改
元
詔
書
を
作
る
。（『
政
事
要
略
』
巻
三

〇
）　

 

存 
天 
慶
二
年
（
九
三
九
）
二
月
五
日
、「
倭
注
切
韻
序
」
を
作
る
。（『
作

文
大
体
』）　

 

存 

天 

慶
二
年
二
月
二
十
二
日
、
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
文

粋
』
393
）　

 
存 
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天 

慶
三
年
（
九
四
〇
）
五
月
二
十
七
日
、
藤
原
忠
平
の
摂
政
准
三
后
等

を
辞
す
表
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
104
）　

 

存 
天 
慶
六
年
（
九
四
三
）
三
月
、
成
明
親
王
が
臨
水
閣
に
主
宰
す
る
花
宴

に
「
香
乱
花
難
レ
識
」
の
題
で
詩
序
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
297
）　

 

存 拙
稿
「「
属
文
の
王
卿
」
―
醍
醐
系
皇
親
」（『
平
安
朝
漢
文
学
論

考
』）
参
照
。

天 

慶
六
年
四
月
二
十
二
日
、
在
原
氏
亡
息
員
外
納
言
四
十
九
日
諷
誦
文

を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
429
）　

 
存 

天 

慶
七
年
（
九
四
四
）
六
月
十
日
、
藤
原
実
頼
の
右
大
臣
を
辞
す
第
一

表
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
121
）　

 

存 

天 

慶
七
年
六
月
二
十
三
日
、
藤
原
実
頼
の
右
大
臣
を
辞
す
第
二
表
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
122
）　

 

存 

天 

慶
七
年
六
月
二
十
八
日
、
藤
原
実
頼
の
右
大
臣
を
辞
す
第
三
表
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
123
）　

 

存 

天 

慶
七
年
（
あ
る
い
は
八
年
）
九
月
一
日
、「
奉
二
付
嘱
一
帝
釈
供
事
」

を
作
る
。（『
三
十
五
文
集
』　

 

存 

天 

慶
八
年
（
九
四
五
）
二
月
二
十
七
日
、
皇
太
后
藤
原
穏
子
法
性
寺
多

宝
塔
供
養
願
文
を
作
る
。（『
日
本
紀
略
』『
本
朝
文
集
』
巻
三
四
）　

 

存 

天 

慶
八
年
三
月
五
日
、
重
明
親
王
家
室
四
十
九
日
願
文
を
作
る
。（『
本

朝
文
粋
』
423
）　

 

存 

天 

慶
九
年
（
九
四
六
）
八
月
十
三
日
、
藤
原
忠
平
の
天
皇
元
服
後
に
摂

政
を
辞
す
表
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
103
）　

 

存 

天 

慶
九
年
九
月
四
日
、
藤
原
忠
平
の
関
白
を
辞
す
第
三
表
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
105
）　

 

存 

天 

慶
十
年
（
九
四
七
）
三
月
二
十
八
日
、
朱
雀
院
の
賊
を
平
げ
し
後
に

法
会
を
修
す
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
407
）　

 

存 

天 

暦
元
年
（
九
四
七
）
一
月
二
十
三
日
、
綾
綺
殿
に
内
宴
。「
花
気

染
二
春
風
一
」
の
題
で
詩
を
賦
す
。（『
日
本
紀
略
』『
類
聚
句
題
抄
』

46
）　

 

存 

天 

暦
元
年
閏
七
月
二
十
七
日
、
藤
原
実
頼
の
呉
越
王
に
贈
る
書
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
183
）　

 

存 

天 

暦
元
年
十
一
月
二
十
日
、
藤
原
実
頼
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
420
）　

 

存 

天 

暦
元
年
十
二
月
二
十
一
日
、
藤
原
師
輔
亡
室
勤
子
内
親
王
四
十
九
日

願
文
を
作
る
。（『
大
日
本
史
料
』
一
―
七
所
引
『
願
文
集
』）　

 

存 
天 
暦
三
年
（
九
四
九
）
一
月
三
日
、
藤
原
忠
平
の
致
仕
を
請
う
表
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
130
）　

 

存 

天 

暦
三
年
三
月
十
一
日
、
朱
雀
上
皇
の
二
条
院
に
主
宰
す
る
花
宴
に
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「
落
花
乱
二
舞
衣
一
」
の
題
で
詩
序
を
作
る
。（『
日
本
紀
略
』『
本
朝

文
粋
』
306
）　

 

存 

天 

暦
三
年
三
月
十
六
日
、
藤
原
忠
平
の
致
仕
を
請
う
第
二
表
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
131
）　

 

存 

天 

暦
三
年
十
一
月
十
八
日
、
陽
成
院
四
十
九
日
願
文
を
作
る
。（『
本
朝

文
粋
』
412
）　

 

存 

天 

暦
三
年
十
二
月
十
三
日
、
太
皇
太
后
藤
原
穏
子
逆
修
諷
誦
文
を
作
る
。

（『
扶
桑
略
記
』）　

 

存 

天 

暦
三
年
冬
、
子
息
澄
明
の
対
策
及
第
を
祝
う
詩
を
賦
す
。（『
扶
桑

集
』
巻
九
）　

 

存 

天 

暦
四
年
（
九
五
〇
）
九
月
四
日
、
亡
息
澄
明
四
十
九
日
願
文
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
424
）　

 

存 

天 

暦
四
年
九
月
二
十
六
日
。
九
日
の
宴
を
停
め
て
十
月
に
行
う
詔
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
46
）　

 

存 

天 

暦
四
年
十
月
八
日
、
残
菊
宴
に
「
霜
花
満
二
叢
菊
一
」
の
題
で
詩
を

賦
す
。（『
九
暦
』）

天 

暦
五
年
（
九
五
一
）
二
月
〜
同
七
年
九
月
、「
坤
元
録
屏
風
詩
」
の

制
作
に
参
与
す
る
。

拙
稿
「
坤
元
録
屏
風
詩
を
め
ぐ
っ
て
」（『
平
安
朝
漢
文
学
史
論

考
』）
参
照
。

天 

暦
五
年
十
月
五
日
、
残
菊
宴
に
「
紅
葉
高
窓
雨
」
の
題
を
献
じ
る
。

た
だ
し
採
用
さ
れ
ず
。
村
上
天
皇
の
御
題
「
叢
香
近
二
菊
籬
一
」
に

よ
り
詩
を
賦
す
。（『
九
暦
』『
類
聚
句
題
抄
』
425
）　

 

存 

天 

暦
六
年
（
九
五
二
）
四
月
二
十
七
日
、
賀
茂
保
憲
の
父
忠
行
に
位
を

譲
る
状
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
170
）　

 

存 

天 

暦
六
年
十
月
二
日
、
朱
雀
院
四
十
九
日
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
文

粋
』
413
）　

 

存 

天 

暦
七
年
（
九
五
三
）
七
月
、
藤
原
師
輔
の
呉
越
公
に
贈
る
書
状
を
作

る
。（『
本
朝
文
粋
』
185
）　

 

存 

天 

暦
七
年
八
月
七
日
、
朱
雀
院
周
忌
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』

414
）　

 

存 

同 

天
暦
七
年
十
月
五
日
、
残
菊
宴
に
「
花
寒
菊
点
レ
叢
」
の
題
で
詩
を

賦
す
。（『
九
暦
』）

天 

暦
八
年
（
九
五
四
）
三
月
二
十
日
、
村
上
天
皇
母
后
四
十
九
日
願
文

を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
418
）　

 

存 

天 

暦
八
年
十
月
、
藤
原
師
輔
亡
室
雅
子
内
親
王
願
文
を
作
る
。（
大
谷

大
学
本
『
言
泉
集
』）
一
部   

存 
天 
暦
九
年
（
九
五
五
）
十
一
月
一
日
、
朔
旦
冬
至
表
を
作
る
。（『
政
事

要
略
』
巻
二
五
）　

 

存 

天 

暦
九
年
、
菅
原
輔
正
、
対
策
に
及
第
。
そ
れ
を
祝
う
詩
二
首
（『
扶
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桑
集
』
巻
九
）、
書
状
（『
本
朝
文
粋
』
189
）
を
作
る
。 

存 
著
作
・
作
品

『
後
江
相
公
集
』
二
巻
が
あ
っ
た
が
（『
本
朝
書
籍
目
録
』）
散
佚
。

『
扶
桑
集
』
に
詩
二
二
首
、
詩
序
二
首
が
あ
る
。

『
本
朝
文
粋
』
に
四
五
首
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
二
九
首
が
入
集
す
る
。

他
に
文
章
は
『
政
事
要
略
』『
扶
桑
略
記
』『
作
文
大
体
』『
本
朝
文

集
』
に
、
詩
は
『
屏
風
土
代
』『
類
聚
句
題
抄
』『
新
撰
朗
詠
集
』『
江

談
抄
』『
擲
金
抄
』『
香
薬
字
抄
』「
俊
成
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
」
に
残

る
。注（

１
） 　

作
品
が
現
存
す
る
場
合
は   

存  

と
表
示
す
る
。

（
２
） 　

滝
川
幸
司
「
橘
広
相
考　

一
」（『
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』

第
一
八
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（
３
） 　

平
安
朝
に
お
け
る
評
価
の
目
安
と
し
て
『
本
朝
文
粋
』『
和
漢
朗

詠
集
』
に
作
品
が
採
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
作
品
数
を
示
す
。

（
４
） 　
『
二
中
歴
』
巻
一
二
、
詩
人
歴
の
「
本
朝
麗
草
三
十
四
人
」
に
拠

る
。
現
存
本
と
は
相
違
が
あ
る
。

（
５
） 　

川
口
久
雄
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一

九
八
二
年
三
訂
版
）
第
十
七
章
第
一
節
「
紀
斉
名
と
扶
桑
集
」
に

『
二
中
歴
』
の
「
詩
作
者　

扶
桑
集
七
十
六
人
」
の
一
覧
を
挙
げ
て

「
菅
相
公
」
に
「
お
そ
ら
く
是
善
」
と
注
記
す
る
。

（
６
） 　

本
間
洋
一
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

は
輔
正
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

（
７
） 　

北
山
円
正
「
菅
原
氏
と
年
中
行
事
」（『
平
安
朝
の
歳
時
と
文
学
』

和
泉
書
院
、
二
〇
一
八
年
）。

（
８
） 　

拙
編
『
日
本
詩
紀
拾
遺
』
に
是
善
の
佚
詩
と
し
て
一
句
を
挙
げ
た

が
（
103
頁
）、
こ
れ
は
句
題
を
詩
句
と
見
誤
っ
た
も
の
で
、
削
除
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訂
正
す
る
。
ま
た
、
滝
川
幸
司
「
菅
原
是
善

伝
考
」（『
菅
原
道
真
論
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
に
菅
相
公
作
の

「
漁
父
詞
」（『
擲
金
抄
』
所
引
）
を
是
善
の
佚
詩
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
道
真
の
作
で
あ
る
（『
菅
家
文
草
』
363
）。

（
９
） 　

所
功
『
三
善
清
行
』、
田
坂
順
子
「
扶
桑
集
全
注
釈
（
一
）」（『
福

岡
大
学
総
合
研
究
所
報
』
第
一
一
九
号
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
10
） 　

拙
稿
「
三
善
清
行
『
善
家
秘
記
』
の
新
出
佚
文
」（『
本
朝
漢
詩
文

資
料
論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

前
稿
追
補

6 

大
江
維
時
の
文
事
事
績
の
項
に
多
く
の
見
落
と
し
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
こ
に
補
う
。

延 

長
五
年
（
九
二
七
）
十
二
月
二
十
七
日
、
円
珍
に
智
証
大
師
の
諡
号

を
賜
る
。
門
人
ら
賀
書
を
奉
る
。
そ
の
書
を
作
る
。（『
扶
桑
略
記
』）　

 

存 
承 
平
六
年
（
九
三
六
）
四
月
、
代
明
親
王
亡
室
藤
原
氏
四
十
九
日
願
文

を
作
る
。（
大
谷
大
学
本
『
言
泉
集
』）
一
部   

存 

天 

慶
元
年
（
九
三
八
）
五
月
七
日
、
年
号
字
詔
書
を
作
る
。（『
貞
信
公
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記
』）

天 
慶
二
年
（
九
三
九
）
六
月
八
日
、
朱
雀
天
皇
、
承
平
五
年
よ
り
藤
原

元
方
に
就
い
て
『
御
注
孝
経
』
を
読
む
。
こ
の
日
竟
宴
、
詩
宴
あ
り
。

題
「
孝
天
之
経
」
を
献
じ
、
序
を
作
る
。（『
本
朝
世
紀
』）

天 

慶
四
年
（
九
四
一
）
八
月
二
十
六
日
、
藤
原
忠
平
、
極
楽
寺
に
一
切

経
供
養
を
行
う
。
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
世
紀
』）　

 

存 

天 

慶
九
年
（
九
四
六
）
十
二
月
十
一
日
、
朱
雀
院
の
醍
醐
寺
封
戸
施
入

状
を
作
る
。（『
醍
醐
寺
新
要
録
』
巻
七
）　

 

存 

天 

暦
元
年
（
九
四
七
）
一
月
二
十
三
日
、
綾
綺
殿
に
内
宴
。「
花
気

染
二
春
風
一
」
の
題
で
詩
を
賦
す
。（『
日
本
紀
略
』『
類
聚
句
題
抄
』

45
）　

 

存 

天 

暦
元
年
三
月
十
七
日
、
朱
雀
上
皇
、
御
八
講
を
行
う
。
願
文
を
作
る
。

（『
本
朝
文
粋
』
406
）　

 

存 

天 

暦
三
年
（
九
四
九
）
三
月
十
一
日
、
朱
雀
上
皇
、
二
条
院
に
花
宴
。

「
落
花
乱
二
舞
衣
一
」
の
題
で
詩
を
賦
す
。（『
日
本
紀
略
』）

天 

暦
三
年
三
月
三
十
日
、
蔵
人
所
で
『
尚
書
』
竟
宴
が
行
わ
れ
賦
詩
あ

り
。
そ
の
講
師
と
な
る
。（『
西
宮
記
』
巻
一
一
）

天 

暦
五
年
（
九
五
一
）
十
月
五
日
、
残
菊
宴
。「
叢
香
近
二
菊
籬
一
」
の

題
で
詩
を
賦
す
。（『
九
暦
』『
類
聚
句
題
抄
』
422
）　

 

存 

天 

暦
七
年
（
九
五
三
）
十
月
五
日
、
残
菊
宴
。「
花
寒
菊
点
レ
叢
」
の

題
で
詩
を
賦
す
。『
九
暦
』）

天 

暦
九
年
（
九
五
五
）
一
月
四
日
、
村
上
天
皇
、
母
故
太
皇
太
后
穏
子

の
た
め
に
『
法
華
経
』
を
書
写
し
供
養
を
行
う
。
願
文
、
呪
願
文
を

作
る
。（『
扶
桑
略
記
』『
大
日
本
史
料
』
一
―
十
所
引
『
願
文
集
』）　

 

存 

応 

和
元
年
（
九
六
一
）
五
月
十
八
日
、
村
上
天
皇
、
石
清
水
八
幡
宮
寺

に
『
自
在
王
菩
薩
経
』『
最
勝
王
経
』
を
供
養
す
る
。
願
文
を
作
る
。

（『
扶
桑
略
記
』）

同 

三
年
（
九
六
三
）
三
月
十
九
日
、
村
上
天
皇
、
雲
林
院
に
御
塔
供
養

を
行
う
。
願
文
を
作
る
。（『
本
朝
文
粋
』
402
）　

 

存 

（
ご
と
う
・
あ
き
お　

成
城
大
学
元
教
授
）


